
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
物

質
と
し
て
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
を
指
定
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

第
二

法
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
国
等
が
行
う
汚
染
土
壌
の
処
理
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
政
令
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
三
十
三
号
）
附
則
第
一
条
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

そ
の
他
関
係
政
令
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）


